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(57)【要約】
【課題】対象人物の体調の変化を予測することができる
体調予測方法、体調予測装置及び体調予測プログラムを
提供する。
【解決手段】体調予測方法は、対象人物の体動データを
取得し（ステップＳ６）、取得した体動データに基づい
て、対象人物の睡眠状態を常時判定し（ステップＳ７）
、判定した睡眠状態に基づいて、対象人物の体調の変化
を予測する（ステップＳ９）。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象人物の生体データを取得し、
　取得した前記生体データに基づいて、前記対象人物の睡眠状態を常時判定し、
　判定した前記睡眠状態に基づいて、前記対象人物の体調の変化を予測する、
　体調予測方法。
【請求項２】
　前記生体データは、前記対象人物の体の動きを示す体動データを含み、
　前記判定は、前記体動データに基づいて前記睡眠状態を常時判定する、
　請求項１記載の体調予測方法。
【請求項３】
　前記予測は、前記体動データが所定の期間内に所定の値より低下した場合、前記対象人
物の体調の悪化を予測する、
　請求項２記載の体調予測方法。
【請求項４】
　さらに、前記対象人物の体調が良いか否かを示す体調状態データを取得し、
　前記予測は、判定した前記睡眠状態の履歴と、取得した前記体調状態データの履歴との
相関関係から前記体調の変化を予測する、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の体調予測方法。
【請求項５】
　さらに、前記対象人物の体温を検出し、
　さらに、前記対象人物の前記体温が所定の温度より高いか否かを判断し、
　さらに、前記体温が所定の温度より高いと判断された場合、前記対象人物の体調の悪化
を予測する、
　請求項１～４のいずれか１項に記載の体調予測方法。
【請求項６】
　前記予測は、前記対象人物が夜間に覚醒する頻度に基づいて、前記対象人物の体調の悪
化を予測する、
　請求項１～５のいずれか１項に記載の体調予測方法。
【請求項７】
　前記予測は、前記対象人物が夜間に覚醒する頻度が所定回数以上である場合、前記対象
人物の体調の悪化を予測する、
　請求項６記載の体調予測方法。
【請求項８】
　前記対象人物の体調の悪化は、認知症周辺症状の発症を含み、
　前記予測は、前記対象人物が夜間に覚醒する頻度と、前記対象人物の昼寝又は夕寝の頻
度との少なくとも一方に基づいて、前記対象人物による認知症周辺症状の発症を予測する
、
　請求項６記載の体調予測方法。
【請求項９】
　前記予測は、前記対象人物が夜間に覚醒している時間に基づいて、前記対象人物の体調
の悪化を予測する、
　請求項１～７のいずれか１項に記載の体調予測方法。
【請求項１０】
　前記予測は、前記対象人物が夜間に覚醒している時間が所定時間以上である場合、前記
対象人物の体調の悪化を予測する、
　請求項９記載の体調予測方法。
【請求項１１】
　さらに、前記対象人物の体調の変化を予測した予測結果を端末装置へ送信する、
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の体調予測方法。
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【請求項１２】
　通信部と、
　プロセッサと、
　を備え、
　前記通信部は、対象人物の生体データを取得し、
　前記プロセッサは、
　取得された前記生体データに基づいて、前記対象人物の睡眠状態を常時判定し、
　判定された前記睡眠状態に基づいて、前記対象人物の体調の変化を予測する、
　体調予測装置。
【請求項１３】
　プロセッサに、
　対象人物の生体データに基づいて、前記対象人物の睡眠状態を常時判定し、
　判定した前記睡眠状態に基づいて、前記対象人物の体調の変化を予測する、
　処理を実行させるための体調予測プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、対象人物の体調を予測する体調予測方法、体調予測装置及び体調予測プログ
ラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被験者に装着される睡眠センサと、睡眠センサで取得された測定データの解析又
はログ取得を行う情報端末と、を有する体調管理システムにより、被験者の日々の睡眠状
態を監視して適切な体調管理を行うことが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１の睡眠センサは、睡眠センサで取得された測定データから被験者の睡眠状態
を解析して表示部又はスピーカを駆動する。また、特許文献１では、睡眠センサを用いて
判定された被験者の睡眠状態に応じて、電動カーテン、オーディオ機器、照明機器、テレ
ビ、空気調和器及び寝具（電動ベッド又は空気マットなど）が制御される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１５０６６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来の技術では、対象人物の体調の変化を予測することについては
考慮されておらず、更なる改善が必要とされていた。
【０００６】
　本開示は、上記の問題を解決するためになされたもので、対象人物の体調の変化を予測
することができる体調予測方法、体調予測装置及び体調予測プログラムを提供することを
目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示の一態様に係る体調予測方法は、対象人物の生体データを取得し、取得した前記
生体データに基づいて、前記対象人物の睡眠状態を常時判定し、判定した前記睡眠状態に
基づいて、前記対象人物の体調の変化を予測する。
【発明の効果】
【０００８】
　本開示によれば、常時判定される睡眠状態に基づいて、対象人物の体調の変化を予測す
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ることができる。また、対象人物の体調の変化が予測されるので、例えば、対象人物が高
齢者又は認知症患者である場合に、対象人物のケアプランを見直すことができ、対象人物
をより効率的に介助することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本開示の実施の形態に係る体調予測システムの構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図２】図１に示すサーバの構成の一例を示すブロック図である。
【図３】図２に示す睡眠判定部の構成を示す図である。
【図４】図２に示す体温判定部の構成を示す図である。
【図５】１日における睡眠判定部から出力される睡眠状態の一例を示す図である。
【図６】所定の期間における睡眠判定部から出力される睡眠状態の一例を示す図である。
【図７】所定の期間における体調状態データの一例を示す図である。
【図８】本実施の形態におけるサーバの動作について説明するためのフローチャートであ
る。
【図９】体動データの標準偏差及び平均値の履歴の一例を示す図である。
【図１０】認知症周辺症状（ＢＰＳＤ）の発症と睡眠状態との相関性を説明するための図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　（本開示の基礎となった知見）
　従来の技術では、被験者の睡眠状態に応じて睡眠センサに組み込まれた表示部又はスピ
ーカの駆動制御を行ったり、睡眠センサの外部に設けられた家電機器を遠隔制御したりし
ている。
【００１１】
　例えば、従来の家電制御システムによれば、被験者の起床に合わせて、電動カーテンを
開き、オーディオ機器から目覚まし用音楽を流し、照明機器を点灯し、テレビでニュース
チャンネルを選局し、空気調和器で寝室内を適切な温度に設定し、かつ、寝具を被験者が
起床しやすい状態に調整（電動ベッドのリクライニング調整又は空気マットの圧力調整な
ど）することができる。このように、従来の技術では、睡眠センサと種々の家電製品とを
連携させて、被験者に心地の良い寝覚めを提供している。
【００１２】
　しかしながら、従来の技術では、睡眠センサによって解析された被験者の睡眠状態に応
じて機器を制御することについて開示されているが、被験者の体調の変化を予測すること
については考慮されていない。
【００１３】
　以上の課題を解決するために、本開示の一態様に係る体調予測方法は、対象人物の生体
データを取得し、取得した前記生体データに基づいて、前記対象人物の睡眠状態を常時判
定し、判定した前記睡眠状態に基づいて、前記対象人物の体調の変化を予測する。
【００１４】
　この構成によれば、対象人物の生体データが取得される。取得された生体データに基づ
いて、対象人物の睡眠状態が常時判定される。判定された睡眠状態に基づいて、対象人物
の体調の変化が予測される。
【００１５】
　したがって、常時判定される睡眠状態に基づいて、対象人物の体調の変化を予測するこ
とができる。また、対象人物の体調の変化が予測されるので、例えば、対象人物が高齢者
又は認知症患者である場合に、対象人物のケアプランを見直すことができ、対象人物をよ
り効率的に介助することができる。
【００１６】
　また、上記の体調予測方法において、前記生体データは、前記対象人物の体の動きを示
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す体動データを含み、前記判定は、前記体動データに基づいて前記睡眠状態を常時判定し
てもよい。
【００１７】
　この構成によれば、生体データは、対象人物の体の動きを示す体動データを含む。判定
において、体動データに基づいて睡眠状態が常時判定される。したがって、対象人物の体
の動きを示す体動データに基づいて睡眠状態が常時判定されるので、対象人物の睡眠状態
を正確に判定することができる。
【００１８】
　また、上記の体調予測方法において、前記予測は、前記体動データが所定の期間内に所
定の値より低下した場合、前記対象人物の体調の悪化を予測してもよい。
【００１９】
　この構成によれば、予測において、体動データが所定の期間内に所定の値より低下した
場合、対象人物の体調の悪化が予測される。したがって、体動データにより対象人物の体
調の悪化を確実に予測することができる。
【００２０】
　また、上記の体調予測方法において、さらに、前記対象人物の体調が良いか否かを示す
体調状態データを取得し、前記予測は、判定した前記睡眠状態の履歴と、取得した前記体
調状態データの履歴との相関関係から前記体調の変化を予測してもよい。
【００２１】
　この構成によれば、対象人物の体調が良いか否かを示す体調状態データが取得される。
予測において、判定された睡眠状態の履歴と、取得された体調状態データの履歴との相関
関係から体調の変化が予測される。
【００２２】
　したがって、睡眠状態の履歴と調状態データの履歴とに相関関係があれば、当該相関関
係を用いて対象人物の体調の変化を容易に予測することができる。
【００２３】
　また、上記の体調予測方法において、さらに、前記対象人物の体温を検出し、さらに、
前記対象人物の前記体温が所定の温度より高いか否かを判断し、さらに、前記体温が所定
の温度より高いと判断された場合、前記対象人物の体調の悪化を予測してもよい。
【００２４】
　この構成によれば、対象人物の体温が検出される。対象人物の体温が所定の温度より高
いか否かが判断される。体温が所定の温度より高いと判断された場合、対象人物の体調の
悪化が予測される。
【００２５】
　したがって、対象人物の体温が所定の温度より高いと判断された場合、対象人物の体調
の悪化が予測されるので、対象人物の体温を用いて対象人物の体調の変化を容易に予測す
ることができる。
【００２６】
　また、上記の体調予測方法において、前記予測は、前記対象人物が夜間に覚醒する頻度
に基づいて、前記対象人物の体調の悪化を予測してもよい。
【００２７】
　この構成によれば、予測において、対象人物が夜間に覚醒する頻度に基づいて、対象人
物の体調の悪化が予測される。対象人物が夜間に覚醒する頻度が高い場合、対象人物の睡
眠リズムが崩れている可能性がある。そのため、対象人物が夜間に覚醒する頻度に基づい
て、対象人物の体調の悪化を確実に予測することができる。
【００２８】
　また、上記の体調予測方法において、前記予測は、前記対象人物が夜間に覚醒する頻度
が所定回数以上である場合、前記対象人物の体調の悪化を予測してもよい。
【００２９】
　この構成によれば、予測において、対象人物が夜間に覚醒する頻度が所定回数以上であ
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る場合、対象人物の体調の悪化が予測されるので、対象人物の体調の悪化を確実に予測す
ることができる。
【００３０】
　また、上記の体調予測方法において、前記対象人物の体調の悪化は、認知症周辺症状の
発症を含み、前記予測は、前記対象人物が夜間に覚醒する頻度と、前記対象人物の昼寝又
は夕寝の頻度との少なくとも一方に基づいて、前記対象人物による認知症周辺症状の発症
を予測してもよい。
【００３１】
　この構成によれば、対象人物の体調の悪化は、認知症周辺症状の発症を含む。予測にお
いて、対象人物が夜間に覚醒する頻度と、対象人物の昼寝又は夕寝の頻度との少なくとも
一方に基づいて、対象人物による認知症周辺症状の発症が予測される。
【００３２】
　したがって、対象人物が夜間に覚醒する頻度と、対象人物の昼寝又は夕寝の頻度との少
なくとも一方に基づいて、対象人物による認知症周辺症状の発症を確実に予測することが
できる。
【００３３】
　また、上記の体調予測方法において、前記予測は、前記対象人物が夜間に覚醒している
時間に基づいて、前記対象人物の体調の悪化を予測してもよい。
【００３４】
　この構成によれば、予測において、対象人物が夜間に覚醒している時間に基づいて、対
象人物の体調の悪化が予測される。対象人物が夜間に覚醒している時間が長い場合、対象
人物の睡眠リズムが崩れている可能性がある。そのため、対象人物が夜間に覚醒している
時間に基づいて、対象人物の体調の悪化を確実に予測することができる。
【００３５】
　また、上記の体調予測方法において、前記予測は、前記対象人物が夜間に覚醒している
時間が所定時間以上である場合、前記対象人物の体調の悪化を予測してもよい。
【００３６】
　この構成によれば、予測において、対象人物が夜間に覚醒している時間が所定時間以上
である場合、対象人物の体調の悪化が予測されるので、対象人物の体調の悪化を確実に予
測することができる。
【００３７】
　また、上記の体調予測方法において、さらに、前記対象人物の体調の変化を予測した予
測結果を端末装置へ送信してもよい。
【００３８】
　この構成によれば、対象人物の体調の変化を予測した予測結果が端末装置へ送信される
ので、端末装置により予測結果を管理者に報知することができる。
【００３９】
　本開示の他の態様に係る体調予測装置は、通信部と、プロセッサと、を備え、前記通信
部は、対象人物の生体データを取得し、前記プロセッサは、取得された前記生体データに
基づいて、前記対象人物の睡眠状態を常時判定し、判定された前記睡眠状態に基づいて、
前記対象人物の体調の変化を予測する。
【００４０】
　この構成によれば、対象人物の生体データが取得される。取得された生体データに基づ
いて、対象人物の睡眠状態が常時判定される。判定された睡眠状態に基づいて、対象人物
の体調の変化が予測される。
【００４１】
　したがって、常時判定される睡眠状態に基づいて、対象人物の体調の変化を予測するこ
とができる。また、対象人物の体調の変化が予測されるので、例えば、対象人物が高齢者
又は認知症患者である場合に、対象人物のケアプランを見直すことができ、対象人物をよ
り効率的に介助することができる。
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【００４２】
　本開示の他の態様に係る体調予測プログラムは、プロセッサに、対象人物の生体データ
に基づいて、前記対象人物の睡眠状態を常時判定し、判定した前記睡眠状態に基づいて、
前記対象人物の体調の変化を予測する、処理を実行させる。
【００４３】
　この構成によれば、対象人物の生体データに基づいて、対象人物の睡眠状態が常時判定
される。判定された睡眠状態に基づいて、対象人物の体調の変化が予測される。
【００４４】
　したがって、常時判定される睡眠状態に基づいて、対象人物の体調の変化を予測するこ
とができる。また、対象人物の体調の変化が予測されるので、例えば、対象人物が高齢者
又は認知症患者である場合に、対象人物のケアプランを見直すことができ、対象人物をよ
り効率的に介助することができる。
【００４５】
　以下添付図面を参照しながら、本開示の実施の形態について説明する。なお、以下の実
施の形態は、本開示を具体化した一例であって、本開示の技術的範囲を限定するものでは
ない。
【００４６】
　（実施の形態）
　図１は、本開示の実施の形態に係る体調予測システムの構成の一例を示すブロック図で
ある。図１に示す体調予測システムは、サーバ１、動きセンサ２、温度センサ３及び端末
装置４を備える。
【００４７】
　サーバ１は、ネットワーク５を介して、動きセンサ２、温度センサ３及び端末装置４と
通信可能に接続されている。なお、ネットワーク５は、例えばインターネットである。
【００４８】
　動きセンサ２は、例えば、ドップラーセンサであり、対象人物の居室の天井又は壁に設
置されている。対象人物は、例えば、高齢者向け住宅の入居者であり、高齢者又は介護対
象者である。動きセンサ２は、電波を発射し、対象人物に当たって反射した電波の周波数
と、発射した電波の周波数とを比較することにより、対象人物の動きを検出する。動きセ
ンサ２は、対象人物の体動を常時検出し、検出した対象人物の体動を示す体動データを常
時サーバ１へ送信する。動きセンサ２は、例えば１秒間隔で対象人物の体動を継続的に検
出することが好ましい。なお、動きセンサ２は、例えば１分間隔で対象人物の体動を継続
的に検出してもよく、検出間隔は特に限定されない。また、体動データは、生体データの
一例である。動きセンサ２は、対象人物の体動だけでなく、対象人物の脈拍及び呼吸など
も検出することが可能である。
【００４９】
　なお、動きセンサ２は、例えば、加速度センサであってもよい。この場合、動きセンサ
２は、対象人物の体に装着され、対象人物の体動を検出する。
【００５０】
　また、動きセンサ２は、居室内に配置された照明機器などの家電機器に組み込まれてい
てもよい。
【００５１】
　温度センサ３は、例えば、赤外線カメラであり、対象人物の居室の天井又は壁に設置さ
れている。温度センサ３は、居室内の赤外線画像を常時撮影し、撮影した赤外線画像を常
時サーバ１へ送信する。
【００５２】
　なお、温度センサ３は、居室内に配置された空気調和機などの家電機器に組み込まれて
いてもよい。
【００５３】
　端末装置４は、例えば、パーソナルコンピュータ又はタブレット型コンピュータであり
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、対象人物の体調を管理する管理者によって操作される。端末装置４は、対象人物の体調
が良いか否かを示す体調状態データの管理者による入力を受け付ける。端末装置４は、例
えば１日毎に、対象人物の体調が良いか否かを示す体調状態データの入力を受け付ける。
なお、端末装置４は、所定の時間毎又は所定の時間帯毎に、対象人物の体調が良いか否か
を示す体調状態データの入力を受け付けてもよい。端末装置４は、入力された体調状態デ
ータをサーバ１へ送信する。
【００５４】
　また、端末装置４は、対象人物の体調が良いか否かの情報の入力を受け付けるだけでな
く、他の情報の入力を受け付けてもよい。例えば、端末装置４は、対象人物に対して投与
した薬の種類及び投与時刻などの介護記録に関する情報の入力を受け付けてもよい。
【００５５】
　なお、動きセンサ２及び温度センサ３は、センシングデータをサーバ１に直接送信して
もよいし、端末装置４を介してサーバ１に送信してもよい。
【００５６】
　図２は、図１に示すサーバの構成の一例を示すブロック図である。図２に示すサーバ１
は、通信部１１、制御部１２及び記憶部１３を備える。
【００５７】
　通信部１１は、体動データ取得部１１１、体調状態データ取得部１１２、赤外線画像取
得部１１３及び予測結果送信部１１４を備える。
【００５８】
　体動データ取得部１１１は、対象人物の体の動きを示す体動データを取得する。体動デ
ータ取得部１１１は、動きセンサ２によって送信された体動データを受信する。
【００５９】
　体動データ取得部１１１は、体動センサから送信される体動データを取得してもよい。
体動データ取得部１１１は、例えば１分ごとの体動値を取得してもよい。
【００６０】
　体調状態データ取得部１１２は、対象人物の体調が良いか否かを示す体調状態データを
取得する。体調状態データ取得部１１２は、端末装置４によって送信された体調状態デー
タを受信する。
【００６１】
　体調状態データ取得部１１２は、介護記録など介護者などの記録情報を取得してもよい
。体調情報データは、例えば、体温又は血圧などのバイタルサイン、介護者の主観による
観察記録、転倒などの有無、及びＢＰＳＤ（徘徊、妄想など）などである。
【００６２】
　赤外線画像取得部１１３は、赤外線画像を取得する。赤外線画像取得部１１３は、温度
センサ３によって送信された赤外線画像を受信する。
【００６３】
　制御部１２は、例えばＣＰＵ（中央演算処理装置）であり、サーバ１全体を制御する。
制御部１２は、睡眠判定部１２１、体調状態解析部１２２、体温判定部１２３及び体調予
測部１２４を備える。
【００６４】
　記憶部１３は、例えば、半導体メモリ又はハードディスクドライブであり、睡眠状態蓄
積部１３１、体調状態データ蓄積部１３２及び体調予測情報蓄積部１３３を備える。
【００６５】
　睡眠判定部１２１は、体動データ取得部１１１によって取得された体動データに基づい
て、対象人物の睡眠状態を常時判定する。
【００６６】
　睡眠判定部１２１は、体動データ取得部１１１で取得した７分間の体動に基づき、睡眠
／覚醒を判定してもよい。睡眠／覚醒は、医療機器（例えばアクチグラフ）でも利用され
ているＣｏｌｅ式に基づき判定する。また、取得する体動データには絶対時間情報が付随
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する。
【００６７】
　睡眠状態蓄積部１３１は、睡眠判定部１２１によって判定された対象人物の睡眠状態の
履歴を蓄積する。睡眠状態蓄積部１３１は、対象人物が睡眠しているか又は覚醒している
かを所定時間単位で蓄積する。所定時間単位は、例えば１分又は１秒である。
【００６８】
　睡眠状態蓄積部１３１は、睡眠判定部１２１が判定した睡眠／覚醒を時間情報とともに
蓄積してもよい。
【００６９】
　図３は、図２に示す睡眠判定部の構成を示す図である。図３に示す睡眠判定部１２１は
、睡眠覚醒判定部１２１１、入眠検出部１２１２、起床検出部１２１３及び中途覚醒検出
部１２１４を備える。体動データは、１分毎の活動量（動きの大きさ）ＺＣＭを含み、体
動データ取得部１１１から睡眠覚醒判定部１２１１に入力される。
【００７０】
　睡眠覚醒判定部１２１１は、下記の（１）式を用いて判定値Ｓを算出する。なお、下記
の（１）式において、ＺＣＭ－４ｍｉｎは、４分前の活動量を示し、ＺＣＭ－３ｍｉｎは
、３分前の活動量を示し、ＺＣＭ－２ｍｉｎは、２分前の活動量を示し、ＺＣＭ－１ｍｉ

ｎは、１分前の活動量を示し、ＺＣＭｎｏｗは、判定時点での活動量を示し、ＺＣＭ＋１

ｍｉｎは、１分後の活動量を示し、ＺＣＭ＋２ｍｉｎは、２分後の活動量を示す。
【００７１】
　Ｓ＝０．００３３（１．０６ＺＣＭ－４ｍｉｎ＋０．５４ＺＣＭ－３ｍｉｎ＋０．５８
ＺＣＭ－２ｍｉｎ＋０．７６ＺＣＭ－１ｍｉｎ＋２．３ＺＣＭｎｏｗ＋０．７４ＺＣＭ＋

１ｍｉｎ＋０．６７ＺＣＭ＋２ｍｉｎ）・・・（１）
【００７２】
　睡眠覚醒判定部１２１１は、判定値Ｓが１以上である場合、対象人物は覚醒していると
判定し、判定値Ｓが１より小さい場合、対象人物は睡眠していると判定する。
【００７３】
　入眠検出部１２１２は、所定時間以上連続して睡眠していると判定された最初の時刻を
、対象人物が入眠した入眠時刻として検出する。入眠検出部１２１２は、検出した入眠時
刻を睡眠状態蓄積部１３１及び体調予測部１２４へ出力する。
【００７４】
　起床検出部１２１３は、所定時間以上連続して覚醒していると判定された最初の時刻を
、対象人物が起床した起床時刻として検出する。起床検出部１２１３は、検出した起床時
刻を睡眠状態蓄積部１３１及び体調予測部１２４へ出力する。
【００７５】
　中途覚醒検出部１２１４は、入眠時刻から起床時刻までの間で、連続して覚醒している
と判定された時間を、対象人物が睡眠中に覚醒した中途覚醒時間として検出する。中途覚
醒検出部１２１４は、検出した中途覚醒時間を睡眠状態蓄積部１３１及び体調予測部１２
４へ出力する。
【００７６】
　なお、睡眠判定部１２１は、入眠時刻、起床時刻及び中途覚醒時間だけでなく、睡眠覚
醒判定部１２１１によって判定された睡眠及び覚醒のいずれかの判定結果を睡眠状態とし
て睡眠状態蓄積部１３１に出力してもよい。睡眠状態蓄積部１３１は、入眠時刻、起床時
刻及び中途覚醒時間だけでなく、対象人物が睡眠及び覚醒のいずれであるかの時間変化を
睡眠状態として蓄積してもよい。
【００７７】
　なお、本実施の形態では、睡眠覚醒判定部１２１１は、上記の（１）式を用いて判定値
Ｓを算出しているが、本開示は特にこれに限定されず、下記の（２）式などの他の式を用
いて判定値Ｓを算出してもよい。
【００７８】
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　Ｓ＝０．００００１（４０４ＺＣＭ－４ｍｉｎ＋５９８ＺＣＭ－３ｍｉｎ＋３２６ＣＭ

－２ｍｉｎ＋４４１ＺＣＭ－１ｍｉｎ＋１４０８ＺＣＭｎｏｗ＋５０８ＺＣＭ＋１ｍｉｎ

＋３５０ＺＣＭ＋２ｍｉｎ）・・・（２）
【００７９】
　上記の（２）式は、コール式とも呼ばれ、睡眠判定に用いられる一般的な式である（Ｒ
ｏｇｅｒ　Ｊ．　Ｃｏｌｅ、Ｄａｎｉｅｌ　Ｆ．　Ｋｒｉｐｋｅ、Ｗｉｌｌｉａｍ　Ｇｒ
ｕｅｎ、Ｄａｎｉｅｌ　Ｊ．　Ｍｕｌｌａｎｅｙ、Ｊ．　Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ　Ｇｉｌｌ
ｉｎ、「Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｓｌｅｅｐ／Ｗａｋｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　
Ｆｒｏｍ　Ｗｒｉｓｔ　Ａｃｔｉｖｉｔｙ」、１５（５）、４６１－４６９、１９９２）
。なお、上記の（２）式において、ＺＣＭ－４ｍｉｎは、４分前の活動量を示し、ＺＣＭ

－３ｍｉｎは、３分前の活動量を示し、ＺＣＭ－２ｍｉｎは、２分前の活動量を示し、Ｚ
ＣＭ－１ｍｉｎは、１分前の活動量を示し、ＺＣＭｎｏｗは、判定時点での活動量を示し
、ＺＣＭ＋１ｍｉｎは、１分後の活動量を示し、ＺＣＭ＋２ｍｉｎは、２分後の活動量を
示す。
【００８０】
　体調状態データ蓄積部１３２は、体調状態データ取得部１１２によって取得された体調
状態データを蓄積する。睡眠状態蓄積部１３１と同様に、体調状態データ蓄積部１３２も
、体調に関する記録がなされた時間情報とともに体調状態データを蓄積してもよい。
【００８１】
　体調状態解析部１２２は、所定の期間の対象人物の体調が良いか否かを示す体調状態デ
ータと、所定の期間の対象人物の睡眠状態との相関関係に基づいて、対象人物の体調が悪
くなる前の睡眠状態の傾向を解析する。
【００８２】
　例えば、体調状態解析部１２２は、所定期間の体調状態データを体調状態データ蓄積部
１３２から読み出すとともに、所定期間の睡眠状態を睡眠状態蓄積部１３１から読み出す
。所定期間は、例えば１ヶ月間である。体調状態解析部１２２は、所定期間の体調状態デ
ータと睡眠状態とを解析し、体調が悪くなる前に、睡眠不足の日が２日間続いていた場合
、睡眠不足の日が２日間続くと体調が悪くなるという体調予測情報を作成する。なお、例
えば、１９時から７時までの間で睡眠時間が所定時間未満である場合に、睡眠不足である
と判断する。体調状態解析部１２２は、作成した体調予測情報を体調予測情報蓄積部１３
３に蓄積する。
【００８３】
　また、例えば、体調状態解析部１２２は、１ヶ月間の体調状態データと睡眠状態とを解
析し、体調が悪くなる前日に、入眠時刻から起床時刻までの間の睡眠中に覚醒する中途覚
醒の頻度が所定回数以上となっていた場合、睡眠中に覚醒する中途覚醒の頻度が所定回数
以上となった翌日に体調が悪くなるという体調予測情報を作成する。
【００８４】
　さらに、例えば、体調状態解析部１２２は、１ヶ月間の体調状態データと睡眠状態とを
解析し、体調が悪くなる前日に、入眠時刻から起床時刻までの間の睡眠中に覚醒する中途
覚醒の合計時間が所定時間以上となっていた場合、睡眠中に覚醒する中途覚醒の合計時間
が所定時間以上となった翌日に体調が悪くなるという体調予測情報を作成する。
【００８５】
　体調状態解析部１２２は、所定の期間の対象人物の体調が良いか否かを示す体調状態デ
ータと、所定の期間の対象人物の睡眠状態とを教師データとして、対象人物の体調の悪化
を予測する予測モデルに入力することにより予測モデルを学習し、予測モデルを体調予測
情報として体調予測情報蓄積部１３３に蓄積してもよい。
【００８６】
　体調状態解析部１２２は、睡眠状態蓄積部１３１からの睡眠状態と、体調状態データ蓄
積部１３２からの体調データとをクロス分析する部分である。体調状態解析部１２２は、
体調状態データ蓄積部１３２に蓄積される体調に関するインシデント情報を抽出してもよ
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い。インシデント情報とは、例えば、転倒及びその時刻、発熱及びその時刻、ＢＰＳＤ発
症及びその時刻である。また、体調状態解析部１２２は、インシデントが発生している場
合、インシデント発生時刻の直前の睡眠状態を抽出してもよい。このように、体調状態解
析部１２２は、高齢者の状態に合わせて、抽出したいインシデント情報ごとに、インシデ
ントの手前の睡眠状態又は体温変化状態を体調予測情報蓄積部１３３に蓄積してもよい。
【００８７】
　体調予測情報蓄積部１３３は、対象人物の体調の変化を予測するために用いる体調予測
情報を蓄積する。なお、体調状態データと睡眠状態との相関関係は、対象人物毎に異なる
。そのため、体調予測情報は、対象人物に固有の情報であり、対象人物に対応付けて体調
予測情報蓄積部１３３に蓄積される。
【００８８】
　体温判定部１２３は、赤外線画像取得部１１３によって取得された赤外線画像に基づい
て、対象人物の体温が所定の温度より高いか否かを判断する。
【００８９】
　図４は、図２に示す体温判定部の構成を示す図である。図４に示す体温判定部１２３は
、顔位置検出部１２３１、表面温度測定部１２３２、平均体温算出部１２３３及び異常体
温判定部１２３４を備える。記憶部１３は、表面温度蓄積部１３４を備える。
【００９０】
　顔位置検出部１２３１は、赤外線画像取得部１１３によって取得された赤外線画像から
対象人物の顔の位置を検出する。顔位置検出部１２３１は、例えば、パターンマッチング
により、赤外線画像から対象人物の顔の位置を検出する。
【００９１】
　表面温度測定部１２３２は、顔位置検出部１２３１によって検出された顔の位置の表面
温度を測定する。
【００９２】
　表面温度蓄積部１３４は、表面温度測定部１２３２によって測定された顔の位置の表面
温度を蓄積する。
【００９３】
　平均体温算出部１２３３は、表面温度蓄積部１３４に蓄積されている顔の位置の表面温
度の平均値を平均体温として算出する。
【００９４】
　異常体温判定部１２３４は、表面温度測定部１２３２によって測定された顔の位置の表
面温度が、平均体温算出部１２３３によって算出された平均体温より高いか否かを判定す
る。測定された顔の位置の表面温度が平均体温より高いと判定した場合、異常体温判定部
１２３４は、対象人物の体温が異常であると判定する。また、測定された顔の位置の表面
温度が平均体温以下であると判定した場合、異常体温判定部１２３４は、対象人物の体温
が正常であると判定する。
【００９５】
　体調予測部１２４は、睡眠判定部１２１によって判定された睡眠状態に基づいて、対象
人物の体調の変化を予測する。体調予測部１２４は、睡眠判定部１２１によって判定され
た睡眠状態の履歴と、体調状態データ取得部１１２によって取得された体調状態データの
履歴との相関関係から体調の変化を予測する。
【００９６】
　体調予測部１２４は、体調予測情報蓄積部１３３に蓄積されており、所定期間の睡眠状
態と所定期間の体調状態データとの相関関係から作成された体調予測情報を参照する。体
調予測部１２４は、睡眠判定部１２１によって判定された睡眠状態が、体調予測情報に規
定される条件に合致する場合、体調が悪化すると予測する。例えば、体調予測部１２４は
、夜間の睡眠時間の合計が所定時間未満である日が２日続いた場合、翌日に対象人物の体
調が悪化すると予測する。
【００９７】
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　また、体調予測部１２４は、対象人物が夜間に覚醒する頻度に基づいて、対象人物の体
調の悪化を予測してもよい。すなわち、体調予測部１２４は、対象人物が夜間に覚醒する
頻度が所定回数以上である場合、対象人物の体調の悪化を予測してもよい。例えば、体調
予測部１２４は、夜間の睡眠中に覚醒する中途覚醒の頻度が所定回数以上となった場合、
翌日に対象人物の体調が悪化すると予測してもよい。
【００９８】
　また、体調予測部１２４は、対象人物が夜間に覚醒している時間に基づいて、対象人物
の体調の悪化を予測してもよい。すなわち、体調予測部１２４は、対象人物が夜間に覚醒
している時間が所定時間以上である場合、対象人物の体調の悪化を予測してもよい。例え
ば、体調予測部１２４は、夜間の睡眠中に覚醒する中途覚醒の合計時間が所定時間以上と
なった場合、翌日に対象人物の体調が悪化すると予測してもよい。
【００９９】
　また、体調予測部１２４は、体温判定部１２３によって対象人物の体温が所定の温度よ
り高いと判断された場合、対象人物の体調の悪化を予測してもよい。
【０１００】
　また、体調予測部１２４は、リアルタイムに入力される睡眠判定部１２１からの睡眠状
態と、体調予測情報蓄積部１３３に蓄積されているインシデントが発生したときの睡眠状
態との尤度分析（パターンマッチング）を行ってもよい。体調予測部１２４は、尤度分析
の結果、入力される睡眠パターンと、インシデント発生時の睡眠パターンとの尤度を算出
し、その尤度の閾値判定に基づき、睡眠データから体調不良を予測することが可能となる
。
【０１０１】
　これにより、本システムは、体調状態データ取得部１１２で典型例としての体調不良に
繋がる睡眠又は体温変化パターンを教師データとして学習することによって、介護者が予
測しきれない高齢者のインシデントをアラートすることが可能となる。
【０１０２】
　また、本実施の形態では、体調状態データ取得部１１２は、体調不良を予測する本人の
過去の体調状態データを取得する例を示しているがこれには限られない。体調状態データ
取得部１１２は、例えば、同じ既往歴又は要介護状態である他人の体調状態データを取得
してもよく、体調予測部１２４は、他人の体調状態データに基づき、本人の体調を予測す
ることも可能である。
【０１０３】
　また、本実施の形態では、体調予測部１２４が尤度分析する例を示しているがそれに限
られない。例えば、バイタルサインの異常を検出するために、隠れマルコフモデルなどを
用いた確率分析でも同様の効果を得ることができる。確率分析を使うことで、介護記録の
ような介護者の観察記録がなくても、バイタルサインの異常値を求め、その異常値が発生
していることをインシデントとして設定し、同様のインシデントの発生予測を睡眠状態か
ら算出（予測）することも可能である。
【０１０４】
　また、本実施の形態では、体調は、睡眠／体温から予測されているがこれに限られない
。そもそも本システムの睡眠情報は、高齢者の体動、すなわち活動状態から算出される。
よって、高齢者の活動状態とインシデントとのパターン分析から、体調を予測することも
可能である。例えば、体調不良又は脱水により活動量が落ちているという予測を行うこと
が可能となる。
【０１０５】
　また、バイタルサインとしては、体温だけではなく、血圧などであっても上記と同様の
効果が得られる。特に、血圧に関しては、昨今では腕時計型の血圧計が商用化されている
。この腕時計型の血圧計を用いれば、連続的な血圧データが取得でき、血圧変化とインシ
デントとのパターン解析が可能となる。
【０１０６】
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　また、体調予測部１２４の尤度分析では、ディープラーニング又は機械学習での相関性
分析が可能である。特に、高齢者の場合、体調状態データ蓄積部１３２に蓄積される体調
に関するインシデント情報は複合的なものが多い。これらの複合的なインシデント情報と
睡眠などの生活リズムとがどのように相関しているかは、複数の相関性を含めて分析する
必要がある。また、本人のデータとの相関性だけではなく、他人のデータとの相関性も考
慮する場合、相関性の分析が複雑になる。このような場合は、ディープラーニング又は機
械学習によって相関性分析を行うことができる。
【０１０７】
　予測結果送信部１１４は、対象人物の体調の変化を予測した体調予測結果を端末装置４
へ送信する。予測結果送信部１１４は、対象人物の体調の悪化を予測した場合、体調予測
結果を端末装置４へ送信する。
【０１０８】
　端末装置４は、サーバ１によって送信された体調予測結果を受信し、受信した体調予測
結果を管理者に報知する。端末装置４は、例えば、受信した体調予測結果を表示する。ま
た、端末装置４は、例えば、受信した体調予測結果を音声により出力してもよい。なお、
体調予測結果を報知する端末装置４は、体調状態データの入力を受け付ける端末装置と同
じであってもよいし、異なっていてもよい。
【０１０９】
　図５は、１日における睡眠判定部から出力される睡眠状態の一例を示す図である。図５
では、午前７時から翌朝の６時５９分までの１日の対象人物の睡眠状態を示している。本
実施の形態では、動きセンサ２は、対象人物の居室に配置されており、動きセンサ２によ
って検出された体動データに基づいて睡眠が判定される。そのため、睡眠判定部１２１は
、対象人物が睡眠しているか覚醒しているかだけでなく、対象人物が居室に在室している
か否かも判定することができる。逆に、睡眠判定部１２１は、対象人物が居室にいない場
合、対象人物が睡眠しているか覚醒しているかを判定することができない。
【０１１０】
　図５において、横軸は、時間を表し、縦軸は、対象人物が睡眠しているか、対象人物が
在室（覚醒）しているか及び対象人物が居室に不在であるかを表す。対象人物の睡眠、在
室（覚醒）及び不在は、棒グラフで表される。対象人物が居室に不在である場合は、棒グ
ラフのレベルは０（図５の最下部）であり、対象人物が在室しており、かつ覚醒している
場合は、棒グラフのレベルは１（図５の中間位置）であり、対象人物が在室しており、か
つ睡眠している場合は、棒グラフのレベルは２（図５の最上部）である。棒グラフは、例
えば１分単位で示される。
【０１１１】
　図６は、所定の期間における睡眠判定部から出力される睡眠状態の一例を示す図である
。図６では、ある年の９月７日から１０月２日までの対象人物の睡眠状態を示している。
図６に示すように、９月１１日、１２日、１４日、１７日、１８日、２０日、２２日、２
３日、２５日、２６日、２７日、２９日、３０日、及び１０月２日の夜間において、対象
人物は十分に睡眠をとれていない。
【０１１２】
　図７は、所定の期間における体調状態データの一例を示す図である。図７では、ある年
の９月７日から１０月２日までの対象人物の体調状態を示している。図７において、丸印
は、対象人物の体調がよいことを表しており、Ｘ印は、対象人物の体調が悪いことを表し
ている。図６に示す睡眠状態と図７に示す体調状態とは、同じ対象人物のデータを示して
いる。図６に示す睡眠状態と図７に示す体調状態とには、体調が悪くなる前に、睡眠不足
の日が２日間続いているという相関関係がある。例えば、対象人物は、９月１１日及び１
２日の２日間連続して睡眠不足となっており、翌日の９月１３日の体調は悪くなっている
。
【０１１３】
　このように、体調状態解析部１２２は、所定の期間の体調状態データと睡眠状態とを解
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析し、体調が悪くなる前に、睡眠不足の日が２日間続いていた場合、睡眠不足の日が２日
間続くと翌日の体調が悪くなるという体調予測情報を作成する。
【０１１４】
　図８は、本実施の形態におけるサーバの動作について説明するためのフローチャートで
ある。
【０１１５】
　まず、ステップＳ１において、体調状態データ取得部１１２は、対象人物の体調が良い
か否かを示す体調状態データを取得したか否かを判断する。体調状態データ取得部１１２
は、端末装置４によって送信された体調状態データを受信する。体調状態データは、例え
ば前日の対象人物の体調が良いか否かを示す。ここで、体調状態データを取得していない
と判断された場合（ステップＳ１でＮＯ）、ステップＳ６に処理が移行する。
【０１１６】
　一方、体調状態データを取得したと判断された場合（ステップＳ１でＹＥＳ）、ステッ
プＳ２において、体調状態データ取得部１１２は、取得した体調状態データを体調状態デ
ータ蓄積部１３２に蓄積する。なお、体調状態データ取得部１１２は、１日分の体調状態
を示す体調状態データを取得してもよいし、複数日分の体調状態を示す体調状態データを
取得してもよい。
【０１１７】
　次に、ステップＳ３において、体調状態解析部１２２は、対象人物の体調状態データの
取得を開始してから所定期間が経過したか否かを判断する。例えば、体調状態解析部１２
２は、対象人物の体調状態データの取得を開始してから１ヶ月が経過したか否かを判断す
る。なお、所定期間は１ヶ月に限定されない。
【０１１８】
　ここで、対象人物の体調状態データの取得を開始してから所定期間が経過していないと
判断された場合（ステップＳ３でＮＯ）、ステップＳ６に処理が移行する。
【０１１９】
　一方、対象人物の体調状態データの取得を開始してから所定期間が経過したと判断され
た場合（ステップＳ３でＹＥＳ）、ステップＳ４において、体調状態解析部１２２は、所
定の期間の対象人物の体調状態と、所定の期間の対象人物の睡眠状態との相関関係を解析
する。体調状態解析部１２２は、解析結果に基づいて、対象人物の体調の変化を予測する
ために用いる体調予測情報を作成する。
【０１２０】
　次に、ステップＳ５において、体調状態解析部１２２は、作成した体調予測情報を体調
予測情報蓄積部１３３に蓄積する。
【０１２１】
　なお、体調状態と睡眠状態とに相関関係がある場合、睡眠状態だけで体調の変化を予測
することが可能となる。そのため、体調予測情報蓄積部１３３に体調予測情報が蓄積され
た場合、体調状態データ取得部１１２は、体調状態データの取得を停止してもよい。また
、体調状態と睡眠状態とに相関関係がなく、体調予測情報蓄積部１３３に体調予測情報が
蓄積されない場合も、体調状態データ取得部１１２は、体調状態データの取得を停止して
もよい。
【０１２２】
　さらに、体調状態と睡眠状態とに相関関係がなく、体調予測情報蓄積部１３３に体調予
測情報が蓄積されない場合、体調状態データ取得部１１２は、体調状態データの取得を再
開し、体調状態解析部１２２は、所定期間を延長してもよい。所定期間を延長することに
より、体調状態と睡眠状態との相関関係が見つかる可能性が高くなる。
【０１２３】
　次に、ステップＳ６において、体動データ取得部１１１は、対象人物の体の動きを示す
体動データを取得する。
【０１２４】
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　次に、ステップＳ７において、睡眠判定部１２１は、体動データ取得部１１１によって
取得された体動データに基づいて、対象人物が睡眠しているか覚醒しているかを示す睡眠
状態を判定する。
【０１２５】
　次に、ステップＳ８において、睡眠判定部１２１は、判定した対象人物の睡眠状態を睡
眠状態蓄積部１３１に蓄積する。
【０１２６】
　次に、ステップＳ９において、体調予測部１２４は、睡眠判定部１２１によって判定さ
れた睡眠状態と、体調予測情報蓄積部１３３に蓄積されている体調予測情報とに基づいて
、対象人物の体調の変化を予測する。
【０１２７】
　次に、ステップＳ１０において、体調予測部１２４は、対象人物の体調の悪化が予測さ
れたか否かを判断する。ここで、対象人物の体調の悪化が予測されていないと判断された
場合（ステップＳ１０でＮＯ）、ステップＳ１に処理が戻る。
【０１２８】
　一方、対象人物の体調の悪化が予測されたと判断された場合（ステップＳ１０でＹＥＳ
）、ステップＳ１１において、予測結果送信部１１４は、対象人物の体調の悪化を予測し
た体調予測結果を端末装置４へ送信する。そして、ステップＳ１に処理が戻る。
【０１２９】
　このように、本実施の形態の体調予測システムでは、常時判定される睡眠状態に基づい
て、対象人物の体調の変化を予測することができる。また、対象人物の体調の変化が予測
されるので、例えば、対象人物が高齢者又は認知症患者である場合に、対象人物のケアプ
ランを見直すことができ、対象人物をより効率的に介助することができる。
【０１３０】
　なお、本実施の形態では、睡眠状態が判定されると、体調予測部１２４は、対象人物の
体調の変化を予測するが、本開示は特にこれに限定されず、体調予測部１２４は、所定の
タイミングで対象人物の体調の変化を予測してもよい。所定のタイミングは、例えば、毎
日午前７時などの所定の時刻であってもよく、１時間毎などの所定の時間毎であってもよ
い。この場合、ステップＳ８の処理の後、体調予測部１２４は、所定のタイミングである
か否かを判断する。そして、所定のタイミングであると判断された場合、ステップＳ９に
処理が移行し、所定のタイミングではないと判断された場合、ステップＳ１に処理が戻っ
てもよい。
【０１３１】
　なお、本実施の形態において、体調予測部１２４は、体動データが所定の期間内に所定
の値より低下した場合、対象人物の体調の悪化を予測してもよい。
【０１３２】
　図９は、体動データの標準偏差及び平均値の履歴の一例を示す図である。図９では、１
日の体動データの標準偏差及び平均値を５日間毎に示している。図９の矢印Ｙ１に示すよ
うに、所定の期間で、体動データの標準偏差が急激に低下した場合、対象人物の日常動作
行動（ＡＤＬ）が低下し、対象人物の体調が悪化する可能性がある。そのため、体調予測
部１２４は、体動データが所定の期間内に所定の値より低下した場合、対象人物の体調の
悪化を予測してもよい。
【０１３３】
　図１０は、認知症周辺症状（ＢＰＳＤ）の発症と睡眠状態との相関性を説明するための
図である。図１０では、対象人物の昼寝の回数、夜間の覚醒回数、夜間の覚醒時刻及び夜
間の行動を日毎に示している。
【０１３４】
　睡眠状態は、睡眠判定部１２１を介して、睡眠状態蓄積部１３１に集約される。また、
体調データ取得部１１２は、介護記録データなどから、徘徊又は妄想などのＢＰＳＤの症
状に該当するデータを抽出し、体調状態データ蓄積部１３２に蓄積する。介護記録データ
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は、例えば対象人物の介護者により入力される。
【０１３５】
　図１０によれば、５月２１日に徘徊、５月２２日及び５月２７日に妄想のＢＰＳＤが発
症していることが特定される。体調状態解析部１２２は、ＢＰＳＤ発症と、睡眠状態蓄積
部１３１に蓄積されているデータとに基づいて、ＢＰＳＤ発症の要因を分析する。本例で
は、ＢＰＳＤが確認された日は夜間の中途覚醒回数が多く、また、夜間の中途覚醒回数が
多い日は、昼寝又は夕寝の回数が多いとの相関性が導かれる。よって、介護者によって管
理できていない昼寝又は夕寝が、夜間のＢＰＳＤ発症に繋がっているという予測が成り立
つ。
【０１３６】
　そのため、体調状態解析部１２２は、対象人物が夜間に覚醒する頻度と、対象人物の昼
寝又は夕寝の頻度と、対象人物による認知症周辺症状の発症との相関性を解析し、対象人
物が夜間に覚醒する頻度と、対象人物の昼寝又は夕寝の頻度とに基づいて、対象人物によ
る認知症周辺症状の発症を予測するための体調予測情報を作成する。体調予測部１２４は
、対象人物が夜間に覚醒する頻度と、対象人物の昼寝又は夕寝の頻度とに基づいて、対象
人物による認知症周辺症状の発症を予測する。
【０１３７】
　なお、体調予測部１２４は、対象人物が夜間に覚醒する頻度に基づいて、対象人物によ
る認知症周辺症状の発症を予測してもよい。また、体調予測部１２４は、対象人物の昼寝
又は夕寝の頻度に基づいて、対象人物による認知症周辺症状の発症を予測してもよい。体
調予測部１２４は、対象人物が夜間に覚醒する頻度と、対象人物の昼寝又は夕寝の頻度と
の少なくとも一方に基づいて、対象人物による認知症周辺症状の発症を予測してもよい。
【０１３８】
　このように、体調状態解析部１２２によってＢＰＳＤ症状と睡眠状態とが蓄積及び分析
されれば、体調予測部１２４は、昼寝又は夕寝の状態に応じて、夜間のＢＰＳＤの可能性
を予測することが可能となる。ＢＰＳＤの発症が予測できれば、ＢＰＳＤ発症に対する対
処を予め準備することによって介護者の業務負担軽減に繋がったり、さらにはＢＰＳＤ発
症の要因となっている事象を取り除いたりすることも可能になる。
【０１３９】
　本事例では、睡眠状態のみからＢＰＳＤの発症を予測する事例を説明しているが、本開
示はこれに限られない。睡眠状態解析の元になっている体動データから高齢者の活動量を
判定し、活動量とＢＰＳＤとの相関性を解析することも可能である。また、公知となって
いる種々のバイタルセンサを組み合わせることも有効である。体調予測部１２４は、赤外
線センサ又は温度センサにより取得された体温変化とＢＰＳＤとの相関性に基づいてＢＰ
ＳＤの発症を予測することができる。また、体調予測部１２４は、心拍数又は呼吸数を体
動データから捉えることにより、心拍数又は呼吸数とＢＰＳＤとの相関性に基づいてＢＰ
ＳＤの発症を予測することができる。
【０１４０】
　特に、心拍については、心拍変動から自律神経のバランスを推定する技術が公知となっ
ている。一般的に過度なストレス状態がＢＰＳＤを引き起こすことが知られており、心拍
からストレス度合いを確認すれば、さらに、ＢＰＳＤの予測精度を高めることが可能とな
る。
【０１４１】
　また、例えば、室内の温度、室内の湿度、照度、騒音及び二酸化炭素濃度などの住環境
データを組み合わせることによって、体調変化又はＢＰＳＤ発症の要因となる住環境を特
定することも可能となる。一般的に、室内の温度及び室内の湿度が、睡眠を司る深部体温
変化に影響することは公知である。よって、室内の温度及び室内の湿度から眠りを妨げて
いる要因を導きだすことも可能である。体調予測部１２４は、室内の温度及び室内の湿度
と体調変化又はＢＰＳＤとの相関性に基づいて、体調変化又はＢＰＳＤの発症を予測する
ことができる。同様に、騒音又は二酸化炭素濃度からも眠りを妨げている要因を導きだす
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ことも可能である。体調予測部１２４は、騒音又は二酸化炭素濃度と体調変化又はＢＰＳ
Ｄとの相関性に基づいて、体調変化又はＢＰＳＤの発症を予測することができる。
【０１４２】
　以上、本開示の装置について、実施の形態に基づいて説明したが、本開示は、この実施
の形態に限定されるものではない。本開示の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各
種変形を本実施の形態に施したものや、異なる実施の形態における構成要素を組み合わせ
て構築される形態も、本開示の一つまたは複数の態様の範囲内に含まれてもよい。
【０１４３】
　なお、上記各実施の形態において、各構成要素は、専用のハードウェアで構成されるか
、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい
。各構成要素は、ＣＰＵまたはプロセッサなどのプログラム実行部が、ハードディスクま
たは半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行
することによって実現されてもよい。
【０１４４】
　本開示の実施の形態に係る装置の機能の一部又は全ては典型的には集積回路であるＬＳ
Ｉ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）として実現される。これらは個
別に１チップ化されてもよいし、一部又は全てを含むように１チップ化されてもよい。ま
た、集積回路化はＬＳＩに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現しても
よい。ＬＳＩ製造後にプログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａ
ｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、又はＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構
成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
【０１４５】
　また、本開示の実施の形態に係る装置の機能の一部又は全てを、ＣＰＵ等のプロセッサ
がプログラムを実行することにより実現してもよい。
【０１４６】
　また、上記で用いた数字は、全て本開示を具体的に説明するために例示するものであり
、本開示は例示された数字に制限されない。
【０１４７】
　また、上記フローチャートに示す各ステップが実行される順序は、本開示を具体的に説
明するために例示するためのものであり、同様の効果が得られる範囲で上記以外の順序で
あってもよい。また、上記ステップの一部が、他のステップと同時（並列）に実行されて
もよい。
【０１４８】
　さらに、本開示の主旨を逸脱しない限り、本開示の各実施の形態に対して当業者が思い
つく範囲内の変更を施した各種変形例も本開示に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１４９】
　本開示に係る体調予測方法、体調予測装置及び体調予測プログラムは、対象人物の体調
の変化を予測することができ、対象人物の体調を予測する体調予測方法、体調予測装置及
び体調予測プログラムとして有用である。
【符号の説明】
【０１５０】
　１　　サーバ
　２　　動きセンサ
　３　　温度センサ
　４　　端末装置
　５　　ネットワーク
　１１　　通信部
　１２　　制御部
　１３　　記憶部
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　１１１　　体動データ取得部
　１１２　　体調状態データ取得部
　１１３　　赤外線画像取得部
　１１４　　予測結果送信部
　１２１　　睡眠判定部
　１２２　　体調状態解析部
　１２３　　体温判定部
　１２４　　体調予測部
　１３１　　睡眠状態蓄積部
　１３２　　体調状態データ蓄積部
　１３３　　体調予測情報蓄積部
　１３４　　表面温度蓄積部
　１２１１　　睡眠覚醒判定部
　１２１２　　入眠検出部
　１２１３　　起床検出部
　１２１４　　中途覚醒検出部
　１２３１　　顔位置検出部
　１２３２　　表面温度測定部
　１２３３　　平均体温算出部
　１２３４　　異常体温判定部

【図１】 【図２】
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